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みんなの幸せと潤いを創出するまちづくり

生涯を通じて、切れ目のない支援体制の充実と住民主体による地域の
充実により、誰もが幸せと潤いを感じて暮らせるまちづくりを進めます。

子どもと親の笑顔があふれるまち　　　　（子育て）

健康
福祉

政策

１

基本目標３

基本方針

すべての子どもが笑顔で成長し、すべての家庭で育てる喜びを感じながら安心して子育て
ができるよう、子育て支援施策の充実を図ります。また、身体に障がいがある子ども、発達
が気になる子ども一人ひとりに応じた療育を行うなど、成長に応じて様々な機関と連携を図
り、切れ目のない支援に努めます。

施策の内容

施策１　地域における子育ち・子育ての支援

（１）地域連携による支援
○市民と連携し、放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センター※などの地域子

育て支援事業の提供体制の充実を図ります。
○富士宮市社会福祉協議会が進める子育て支援拠点（子育てサロン※）を支援し、その

充実を図ります。

（２）子どもの遊び場の充実
○公園・児童遊園に設置する遊具等の適切な維持・管理に努めるとともに、子どもの集

える環境整備に努めます。
○公立保育園の園庭を開放し、未就園児とその親の安全な遊び場の確保を図ります。

施策２　良質な保育・教育の提供

（１）保育・就学前教育の体制確保
○子ども・子育て支援制度に基づき、子どもの発達に応じた質の高い保育や教育を、保

育園、認定こども園※、小規模保育事業※、幼稚園等において提供します。
○緊急性、必要性を整理し、計画的な施設整備に努めます。

（２）保育・就学前教育の推進
○子どもの健やかな育ちにつながる保育・教育を推進します。
○延長保育、一時預かり保育、休日保育、病後児保育※など、保護者のニーズに応じたサー

ビスを提供します。
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みんなで目指す目標値

成果指標 現状値
（平成26年度）

目標値
（平成32年度）

参考値
（平成37年度）

教育・保育の認可施設における利用定員を
増やします。

3,866人 4,408 人 4,420人

児童虐待防止支援の充実を図ります。
（延べ相談件数）

260件 280 件 300件

早期療育支援の充実を図ります。
（新規相談件数）

241件 260 件 280件

施策３　配慮が必要な児童・家庭の支援

（１）児童虐待防止対策の推進
○要保護児童対策地域協議会を中心に連携を強化し、児童虐待を予防できる環境整備に

努めます。
○関係機関・団体と連携し、児童虐待の早期発見・早期対応に努めるとともに、再発防

止体制の充実を図ります。

（２）発達が気になる子の療育支援
○発達が気になる子の早期発見に努め、療育支援につながるよう関係機関との連携を図

ります。
○療育支援体制の充実を図り、子どもの成長に合わせた切れ目のない支援に努めます。

施策４　経済的な支援の充実

（１）子育て家庭への経済的な支援の充実
○児童手当の支給、子ども医療費の助成、幼稚園就園奨励費の支給により、子育てに伴

う家計負担の軽減を図ります。
○小・中学校の就学援助制度、各種奨学金制度の活用により、生活に困窮する子育て世

帯への経済的な支援を行います。

（２）ひとり親家庭の自立の支援
○ひとり親家庭の児童扶養手当や母子家庭等自立支援給付金の支給により、生活の安定

と自立に向けた支援を行います。
○未婚のひとり親家庭について、保育料の軽減措置により、経済的負担の軽減を図ります。

基本目標３　みんなの幸せと潤いを創出するまちづくり		
健康
福祉
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事業名 事業内容

放課後児童健全育成事業 放課後の児童の健全育成（放課後児童クラブ）

民間保育所施設整備補助事業 民間保育所施設の整備に対する助成

子ども医療費助成事業 中学３年生までの医療費に対する助成

早期療育事業 関係機関との連携による支援

家庭児童相談事業 関係機関との連携による支援

主要な事業

※ ファミリー・サポート・▶仕事と育児の両立支援のため、子育てを手助けしてほしい人とお手伝いしたい人が、会員
     　　　　　　センター     として登録し、育児サービスの活動を支援する会員組織のこと。
※ 子育てサロン　         　▶地域の集会所などの身近な場所において、子育て中の親同士が気軽に集い、仲間づくりや
                               　　　情報交換を行える場のこと。
※ 認定子ども園      　  　 ▶保護者の就労の有無にかかわらず、教育・保育を一体的に行うことができ、幼稚園と保育
                               　　　所の両方の良さを併せ持っている施設のこと。
※ 小規模保育事業　      　▶ 0 ～ 3 歳未満児を対象に、少人数で行う保育のこと。
※ 病後児保育　      　　　▶病気の回復期にある子どもを専用保育室で預かる保育事業のこと。
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ともに助け合い誰もが健康で安心して暮らせるまち
                                                          （健康づくり）

政策

2

基本方針

市民一人ひとりの健康意識を高め、生涯にわたり心身ともに健康でいきいきとした生活が
送れるよう、健康づくり施策の推進と、地域で健康づくりを担う人づくり、地域のコミュニ
ティを生かした支援体制の充実に努めます。

施策の内容

施策１　健康づくりの推進

（１）健康づくりの推進
○妊娠・出産・乳幼児期から高齢期に至る各世代の健康課題に対応した保健事業への積

極的な取組に努めます。
○生活習慣の重要性の啓発と健康教育・健康相談等の充実を図り、一人ひとりの健康増

進の支援に取り組みます。
○こころの健康づくりとして予防的視点を持ち、地域や周囲の疾病理解、見守りを中心

とした啓発活動、早期発見・早期治療体制の充実に努めます。

（２）健康づくり組織の育成・支援
○地域の健康づくりの推進を図るため、保健委員や健康づくりに関わる組織を育成する

とともに、地域における健康づくり活動を支援します。
○地域で活動している組織や団体と連携し、健康づくりを推進します。

（３）食育の推進
○生涯にわたって食育に取り組めるよう、家庭・学校・保育所・地域等食に関わる関係

者と連携し食育を推進します。
○正しい食生活への支援に取り組み、生活習慣病の予防や健康増進の推進に努めます。

（４）保健・医療・福祉の連携の強化
○病病連携や病診連携、医療・介護連携等の原点となる「かかりつけ医※」を持つよう

啓発活動に努めます。
○保健・医療・福祉計画策定推進委員会等により、各分野相互の連携を図ります。

施策２　保健・予防の推進

（１）母子保健の充実
○切れ目のない妊娠・出産・子育て支援の一層の充実を図るよう、継続した支援に努め

ます。

基本目標３　みんなの幸せと潤いを創出するまちづくり		
健康
福祉
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資料：静岡県人口動態統計

○安心して子育てできるような地域づくりを推進し、子育て不安を持つ保護者や社会か
ら孤立しがちな保護者の支援に努めます。

○児童虐待予防のため地域や関係機関と連携を強化し、特定妊婦や乳幼児健診未受診者
等の早期支援に努めます。

○関係機関との連携により、発育や発達に問題をもつ児の早期発見と早期療育等の支援
に努めます。

○不妊や不育症に悩む夫婦の治療費助成を行い、経済的な支援に努めます。

（２）成人保健の充実
○生活習慣病の発症や重症化予防のため、正しい食生活や運動習慣等生活習慣改善に向

けて啓発や保健指導の充実に努めます。
○各種がん検診や特定健診等の受診につながるよう啓発や体制整備に取り組み、早期発

見や早期治療・治癒に努めます。

（３）歯科保健の充実
○むし歯や歯周疾患等歯科疾患の予防と口腔機能の維持向上に努め、生涯を通じた歯と

口の健康づくりを支援します。

（４）介護予防の充実
○介護予防の趣旨普及を促進するとともに、高齢者自身による自発的な介護予防への取

組や、地域活動への参加につながるよう支援します。
○要介護状態への移行を予防するために、関係機関や団体と連携し介護予防事業に取り

組みます。

（５）感染症対策の推進
○予防接種に関する情報を積極的に提供し、感染症の予防対策を推進します。
○感染症の情報を周知するとともに、感染症予防の啓発に努めます。
○新型インフルエンザ対策に向け、関係機関と連携を図り体制の整備に努めます。



序 

論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

資
料
編

93

成果指標 現状値
（平成26年度）

目標値
（平成32年度）

参考値
（平成37年度）

健康寿命を延ばします。＊ 男	78.0 歳
女	80.6 歳

男 78.7 歳
女 81.0 歳

男	79.4 歳
女	81.4 歳

＊ 健康寿命年齢は、富士宮市の独自算出による。

みんなで目指す目標値

事業名 事業内容

健康増進事業 健康教育・健康相談事業

不妊・不育症治療費助成事業 不妊・不育症の治療費に対する助成

健康診査事業 妊婦健康診査、乳幼児健康診査、各種がん検診など

主要な事業

※ かかりつけ医　▶日常的な診療や健康管理等を行ってくれる、身近で気軽に相談できる医者のこと。

基本目標３　みんなの幸せと潤いを創出するまちづくり		
健康
福祉
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地域医療の充実により市民が健康に暮らせるまち  （医療）
政策

3

基本方針

地域の中核病院として市立病院の機能の整備充実及び災害時に即時対応できる体制整備を
進めるとともに、地域の診療所と病院による病診連携の強化を図ります。また、市民の健康
と安心して受診できる医療の情報提供を実施します。

施策の内容

施策１　医療機関の充実

（１）市立病院の機能の整備・充実
○地域の中核病院として急性期機能の高度化を図るため、最新医療機器の整備を推進し

ます。
○より質の高い医療サービスを提供するため、医師や看護師など医療スタッフの確保に

努めます。
○災害拠点病院として的確に対応できる職員の育成に努めます。
○病院の更新に向けた取組を進めます。

（２）医療機関相互の連携の強化
○市立病院と近隣病院との病病連携や地域の診療所（かかりつけ医）との病診連携の強

化を図ります。

施策２　地域医療体制の確保

（１）地域医療体制の確保
○医療機関及び関係団体等との連携を強化し、地域医療環境を守り、支えるための体制

づくりに努めます。

（２）救急医療体制の確保・連携
○市民が安心して救急医療を受けられるよう１次救急医療、２次救急医療の機能強化に

努めます。

（３）保健・医療・福祉の連携の強化
（「健康づくり」（91 ページ）の項　参照）
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成果指標 現状値
（平成26年度）

目標値
（平成32年度）

参考値
（平成37年度）

病診連携を進めます。
（診療所等から市立病院への紹介率）
（市立病院から診療所等への紹介率）

67.2％
43.7％

70.0％
50.0％

73.0％
55.0％

みんなで目指す目標値

事業名 事業内容

高度医療機器更新等整備事業 市立病院の医療機器の更新

救急医療センターレントゲン機器
更新事業

救急医療センターのレントゲン機器の更新

医学生修学資金貸与事業 医学生への修学資金の貸与

看護学生修学資金貸与事業 看護学生への修学資金の貸与

主要な事業

63.8
67.1 67.5

72.8
67.2

平成 22 年度　　   平成 23 年度　     　平成 24 年度　　　 平成 25 年度　      平成 26 年度　　

診療所等から市立病院への紹介率
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0

（%）

41.4 39.4 40.2

49.0

市立病院から診療所等への紹介率

平成 22 年度　　   平成 23 年度　     　平成 24 年度　　　 平成 25 年度　      平成 26 年度　　

（%）
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0

43.7

基本目標３　みんなの幸せと潤いを創出するまちづくり		
健康
福祉
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成果指標 現状値
（平成26年度）

目標値
（平成32年度）

参考値
（平成37年度）

災害時要援護者支援の理解を高めます。
（説明会受講者数）

140人 1,040 人 1,790人

みんなで目指す目標値

地域で支えあいやさしい心を育むまち　（地域福祉）
政策

4

基本方針

住み慣れた地域や家庭で誰もが安心して自立した生活ができるよう、地域のネットワーク
づくり、地域を担う人づくりにより、地域福祉の充実を図るとともに、地域住民、福祉団体
等との協働により、住民主体の地域福祉活動を推進します。

施策の内容

施策１　福祉意識の高揚

（１）福祉意識の高揚
○福祉教育や学習会などを通じて福祉意識の高揚を図ります。
○地区社会福祉協議会、地区民生委員・児童委員協議会を通して、地域福祉意識の啓発

を図ります。

施策２　地域福祉の推進

（１）地域福祉の推進
○世代を超えた住民が参加し協力し合う地域づくりができるように、富士宮市社会福祉

協議会と協力し、市内各地区において地域福祉活動を主体的に展開する地区社会福祉
協議会を支援します。

（２）地域福祉体制の整備
○地域コミュニティ活動の重要な主体となる自治会への加入を促進するため、自治会活

動の必要性や重要性などの啓発に努めます。
○災害時要援護者※の支援体制の充実を図ります。
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事業名 事業内容

社会福祉協議会支援事業 地域福祉推進事業に対する助成

主要な事業

平成 23 年度　　 　　平成 24 年度　   　　  平成 25 年度  　　　　平成 26 年度

4,193

地域包括センター　　　　　福祉相談センター　　

3,9383,5473,256

19,469
17,922

15,185
13,600

相談件数

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

( 件 )

※ 災害時要援護者　▶災害時に自力で避難することが困難な人のこと。

基本目標３　みんなの幸せと潤いを創出するまちづくり		
健康
福祉
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生きがいと尊厳を持って元気に暮らせるまち
                                                         （高齢者福祉）

政策

5

基本方針

高齢者が充実した生活を送ることができるよう、地域活動等の生きがいづくりを推進しま
す。また、その人らしく尊厳を持って元気に暮らせるように、多様な支援やサービスを柔軟
に組み合わせた支援体制を整備します。

施策の内容

施策１　生きがい対策の推進

（１）自立と社会参加の促進
○保健施策の活用や介護保険サービスの利用により自立した生活を送ることができるよ

う支援します。
○高齢者がもつ知識・技術・経験を生かすことのできる場と機会を確保します。
○敬老事業や行事を通して地域における交流や仲間づくりを支援します。
○ふじさんシニアクラブ、シルバー人材センター等の高齢者の活動を支援します。

施策２　福祉サービスの充実

（１）福祉環境の整備・充実
○増加する一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者がいつまでも住み慣

れた地域で尊厳を持って生活できるよう、地域包括支援センターや福祉相談センター
との連携により、高齢者の地域生活支援を行います。

○介護保険制度や保健施策、インフォーマル活動団体と連携を図りながら、健康的で安
心できる地域生活を支援するためのサービス等の充実に努めます。

（２）地域生活支援体制の推進
○住み慣れた地域で安心して生活できるよう、民・産・学・官・専門職・専門機関等と

の規範的統合や連携を推進し、地域包括ケアシステム※を構築します。
○認知症になっても本人の意志が尊重され、住み慣れた地域での生活が継続できるよう、

認知症サポーター※の養成や支援体制の整備に努めます。
○一人暮らし高齢者や高齢者世帯等の安否確認のために、「地域見守りあんしん事業※」

の更なる推進を図ります。
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成果指標 現状値
（平成26年度）

目標値
（平成32年度）

参考値
（平成37年度）

認知症サポーターを養成します。 10,668人 16,000 人 20,000人

みんなで目指す目標値

事業名 事業内容

地域づくり推進事業 老人クラブ活動の支援など

在宅福祉事業 家族介護者への支援など

地域介護福祉空間整備事業 老人福祉施設整備費への助成、介護職員初任者研修費への助成など

主要な事業

6,690

8,006
9,128

9,899

認知症サポーター数
12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

( 人 )

平成 22 年度　　 平成 23 年度　　   平成 24 年度　　 平成 25 年度　　  平成 26 年度　　

10,668

※ 地域包括ケアシステム　▶地域住民に対し、保健サービス、医療サービス及び在宅ケア、リハビリテーション 等の介
　　　　　　　　　　　　　 護を含む福祉サービスを、関係者が連携・協力し、地域住民のニーズに応じて一体的・体
　　　　　　　　　　　　　 系的に提供する仕組みのこと。
※ 認知症サポーター　　　▶認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者のこと。
※ 地域見守りあんしん事業▶新聞配達や宅配業者など高齢者の自宅に訪問する機会のある事業所や、スーパー・コンビ
　　　　　　　　　　　　　 ニ・郵便局など、普段高齢者と接する機会のある店舗等に協力を依頼して、違和感を感じ
　　　　　　　　　　　　　 た時に、相談機関に連絡してもらう等、地域で高齢者を見守る事業 。

基本目標３　みんなの幸せと潤いを創出するまちづくり		
健康
福祉
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自立と社会参加により自分らしく暮らせる
                                   思いやりのまち（障害者福祉）

政策

6

基本方針

障がいのある人が地域で安心して暮らすことができる社会、当たり前に働ける社会の実現
を目指し、身近な場所で質の高い障害福祉サービスが利用できるよう、地域の理解・協力の
一層の拡大に努め、更なる地域生活の実現と社会参加を推進します。

施策の内容

施策１　自立生活を支援する環境整備

（１）障がいに対する正しい知識の普及
○福祉団体や市民の連携による啓発活動、地域住民との交流などを通じて理解を深める

機会の充実を図ります。
○次世代を担う児童・生徒の福祉の心を育むため、福祉教育を推進します。

（２）相談体制の充実
○ライフステージを通じた切れ目のない相談体制を確保し、適切な支援につなげます。

（３）地域生活の場の確保・整備
○地域で自立した生活ができるよう、グループホーム※等、生活の場の確保・整備に努

めます。

（４）包括的な支援体制の整備
○保健、医療、福祉、教育、就労等の関係機関との連携により、地域で自立した生活を

可能とする支援体制を整備し、生活の質の向上を図ります。

施策２　安心して地域生活を送るための環境整備

（１）障がい特性に応じた適切なサービス提供
○地域で安心して暮らすことができるよう、訪問系・日中活動系・居住系の各サービス

の適切な提供や、補装具の給付などを行います。

（２）人材の育成
○手話通訳者、点字翻訳者、ガイドヘルパー等の養成講座を開催し、情報保障※に努め

るとともに、意志の疎通を支援する人材を育成します。
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成果指標 現状値
（平成26年度）

目標値
（平成32年度）

参考値
（平成37年度）

就労支援施設から一般企業への就職者数を
増やします。（累積数）

5人 40 人 70人

みんなで目指す目標値

事業名 事業内容

社会福祉施設整備事業 施設の新築・改築に対する助成

地域生活支援事業 相談支援、移動支援、手話通訳者の派遣など

障害福祉サービス事業 介護給付、訓練等給付など

主要な事業

※ グループホーム　▶障がい者等が夜間や休日に、相談や日常生活上の援助を受け、共同生活を行う住居のこと。
※ 情報保障　         ▶身体的なハンディキャップにより情報を収集することが困難な人に対し、代替手段を用いて情報
                               を提供すること。一般的に、聴覚障がい者に対するコミュニケーション支援を指す。

施策３　社会参加を支援する環境整備

（１）雇用と就労の支援
○公共職業安定所、学校、就労移行型施設、企業等との相互連携体制の充実による雇用

の場の確保を図るとともに、就労を支援します。

（２）社会参加のより一層の推進
○スポーツや文化芸術活動を通じて積極的に社会参加できるよう支援します。

基本目標３　みんなの幸せと潤いを創出するまちづくり		
健康
福祉
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充実した社会保障により安心に暮らせるまち　（社会保障）
政策

7

基本方針

誰もが安心して生活し、医療・介護保険や要保護世帯への支援等、様々な社会保障制度の
充実を図ります。また、公的な制度そのものの理解を進めるための情報提供や相談体制を整
え、多世代に対して理解を深めるための取組に努めます。

施策の内容

施策１　生活困窮者の支援

（１）要保護世帯の生活の安定
○生活保護制度に沿った適切な支援を行うことにより、要保護世帯の生活の安定と自立

を支援します。

（２）生活困窮者の自立支援
○生活困窮の原因を分析し、個々の実情に応じた支援プランを作成します。このプラン

に基づいて、生活困窮者の自立を支援します。

施策２　国民健康保険の安定運営

（１）医療費の適正化
○レセプト（診療報酬明細書）の点検の充実、ジェネリック医薬品※の利用促進等を図

ることにより医療費の適正化に努めます。

（２）健康づくりの推進
○特定健診、特定保健指導の受診率の向上を図るとともに、人間ドックや脳ドックの受

診の機会を通じて被保険者の健康の維持増進を図ります。

（３）国民健康保険制度改革への対応
○国民健康保険の財政運営を都道府県が担うことになる制度改革において、適切かつス

ムーズに移行できるよう県との協議を進めるとともに、制度の周知に努めます。

施策３　後期高齢者医療制度の運用

（１）後期高齢者医療制度の適切な事務の執行
○市町事務の適切な執行と、市民への制度の周知、収納対策に努めます。

（２）健康づくりの推進
○特定健診の受診率の向上を図るとともに、人間ドックや脳ドックの受診の機会を通じ

て被保険者の健康の維持増進を図ります。
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成果指標 現状値
（平成26年度）

目標値
（平成32年度）

参考値
（平成37年度）

国民健康保険の 1 人当たりの医療費を
抑制します。

314千円／人
363 千円／人

（現状のまま推移した
場合396千円 /人）

411千円／人

みんなで目指す目標値

事業名 事業内容

生活困窮者支援事業 自立相談支援、家計相談支援、就労準備支援、一時生活支援など

主要な事業

※ ジェネリック医薬品　▶医薬品の有効成分そのものに対する特許である物質特許が切れた医薬品を他の製薬会社が製
　　　　　　　　　　　 　造・供給し、安価で提供できる医薬品のこと。

施策４　国民年金制度の普及・啓発

（１）広報・相談活動の充実
○国民年金制度についての情報を提供するとともに、保険料納付や年金受給の相談体制

を強化します。
○国民年金制度について若い世代への理解を深めるための取組に努めます。

施策５　介護保険の充実

（１）介護保険の適正な運営
○要介護者が必要とする適正な介護サービスの提供を図ります。
○高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるように介護、医療、生活支援、介護予防

が一体的に提供される体制の実現に努めます。
○市民への制度の周知と収納対策に努めます。

基本目標３　みんなの幸せと潤いを創出するまちづくり		
健康
福祉
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